
生駒市訓令甲第１号 

生駒市情報セキュリティ対策基準等の一部を改正する訓令を次のように定め

る。 

平成２１年３月２７日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市情報セキュリティ対策基準等の一部を改正する訓令 

（生駒市情報セキュリティ対策基準の一部改正） 

第１条 生駒市情報セキュリティ対策基準（平成１９年１２月生駒市訓令甲第１

１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「人権文化センター」の次に「、男女共同参画プラザ」を加

え、「学校給食センター、男女共同参画プラザ」を「学校給食センター」に改

める。 

（生駒市行政企画会議規程の一部改正） 

第２条 生駒市行政企画会議規程（昭和４５年１１月生駒市訓令甲第５号）の一

部を次のように改正する。 

  別表市長公室部会の項中「議会事務局長」の次に「、市長公室次長」を加

え、「広報課長」を「広報広聴課長」に改め、「、市民活動推進課課長、議会

事務局次長」を削り、同表企画財政部会の項中「総務課長」を「企画財政部次

長」に、「防災対策課長」を「総務課長、防災対策課長」に改め、同表市民部

会の項中「、人権文化センター所長」を削り、同表福祉健康部会の項中「、福

祉健康部次長」を削り、同表都市整備・開発部会の項中「開発部長」の次に

「、都市整備部次長」を加える。 

 （生駒市行政改革推進本部設置要綱の一部改正） 

第３条 生駒市行政改革推進本部設置要綱（昭和６０年６月生駒市訓令甲第５号



）の一部を次のように改正する。 

  別表市長公室部会の項中「議会事務局長」の次に「、市長公室次長」を加

え、「広報課長」を「広報広聴課長」に改め、「、市民活動推進課課長、議会

事務局次長」を削り、同表企画財政部会の項中「総務課長」を「企画財政部次

長」に、「防災対策課長」を「総務課長、防災対策課長」に改め、同表市民部

会の項中「、人権文化センター所長」を削り、同表福祉健康部会の項中「、福

祉健康部次長」を削り、同表都市整備・開発部会の項中「開発部長」の次に

「、都市整備部次長」を加える。 

 （生駒市広報事務取扱規程の一部改正） 

第４条 生駒市広報事務取扱規程（昭和５２年４月生駒市訓令甲第２号）の一部

を次のように改正する。 

第２条及び第３条第３項中「広報課長」を「広報担当課長」に改める。 

第４条中「広報課長」を「広報担当課長」に改め、同条第３号を削り、同条

第４号を同条第３号とする。 

第５条第２項中「広報課長」を「広報担当課長」に改める。 

第７条中「必要があるとき」を「必要があると認めるとき」に、「広報課長

」を「広報担当課長」に改める。 

第８条中「広報課長」を「広報担当課長」に改める。 

第９条第２項中「広報課長及び市民活動推進課長」を「広報担当課長及び自

治会担当課長」に改め、同条第３項中「広報課長」を「広報担当課長」に改め

る。 

 （生駒市事務専決規程の一部改正） 

第５条 生駒市事務専決規程（平成２年４月生駒市訓令甲第３号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第８号中「、議会事務局次長」を削り、同条第１１号中「人権文化セ



ンター所長」の次に「、男女共同参画プラザ所長」を加える。 

  第５条第２項中「課長専決に係るもの」の次に「（１件２０万円以上のもの

に限る｡)」を加える。 

  第８条第１項第１号中「並びに契約の締結」を削る。 

  第１０条第１項第１２号中「並びに契約の締結」を削り、同項第１７号を削

り、同項第１８号を同項第１７号とする。 

  第２２条（見出しを含む｡)中「広報課長」を「広報広聴課長」に改め、同条

に次の１号を加える。 

  (2) 市政に関する陳情及び要望のうち、軽易なものの処理に関すること。 

  第２４条第２号を削る。 

  第３１条の次に次の１条を加える。 

  （男女共同参画プラザ所長の専決事項） 

 第３１条の２ 男女共同参画プラザ所長が専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

  (1) 男女共同参画プラザの維持管理に関すること。 

  第３２条に次の１号を加える。 

  (11) 軽易な企業誘致、企業立地施策の企画及び調整に関すること。 

 （生駒市被服貸与規程の一部改正） 

第６条 生駒市被服貸与規程（昭和４６年４月生駒市訓令甲第５号）の一部を次

のように改正する。 

  別表第１中「検査係」を「契約係」に改め、「商工観光係」の次に「及び企

業立地推進係」を加え、同表第６項中「広報課」を「広報広聴課」に改める。 

  別表第２中「商工観光係」の次に「及び企業立地推進係」を加える。 

（生駒市男女共同参画施策推進会議設置要綱の一部改正） 

第７条 生駒市男女共同参画施策推進会議設置要綱（平成７年２月生駒市訓令甲



第１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「生涯学習部長」を「市民部長」に改める。 

  第５条第３項中「生涯学習課長」を「人権施策課長」に、「生涯学習課課長

補佐」を「人権施策課課長補佐」に改める。 

  別表中「広報課」を「広報広聴課」に、「北部開発課」を「地域整備課」に

改める。 

附 則 

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 


